
司会   
それでは本日二つ目の講演を始めたいと思

います。 
 『橋本ダイオキシン問題から廃棄物処理法

を検証』と題して和歌山県環境生活部環境政

策局循環型社会推進課の岩井敏明課長様にお

願いいたします。 

 
岩井課長   
和歌山県循環型社会推進課の岩井と申しま

す。よろしくお願いします。 
 平成４年から１２年間廃棄物を担当してい

ます。逃げ足が遅いからか、去年から一般廃

棄物とかリサイクルの方を担当させてもらっ

ていますが、それまでずっと１１年間産業廃

棄物を担当しています。その経験をもとにお

話をさせてもらいたいと思うのですけれども、

冒頭、武田支部長さんの方から、めまぐるし

く法律が変わるのは安定性という意味からは

よくないというお話がありましたけれども、

法律を運用する我々としても、こんなに毎年

のように法律を変えられるのは、困ったもの

だと実は思っています。できれば１発で、せ

めて１０年ぐらい長持ちするようなものをと

思います。高度経済成長のひずみを何とかし

ようということで、昭和４５年の公害国会で

廃棄物処理法が成立したので、当時は行政の

方も公害対策にむちゃくちゃ熱心だったわけ

ですね。廃棄物処理の方にもいろいろ問題も

あったのでしょうけれども、問題ありながら

も収まるところに収まっていたのじゃないか

なと思います。 
私が担当した平成4年というのが、ちょう

ど平成3年に法改正があった頃でして、ちょ

うど新聞でも、「今、日本は三つの戦争を戦っ

ている。交通戦争と受験戦争とごみ戦争であ

る。」というようなことを書いてあったと思う

のです。ちょうど昭和４５年から２０年ぐら

い経った頃に廃棄物のいろんな問題も噴き出

してきたということでございます。行政側か

らすれば公害のほうが比較的安定してきたの

で、廃棄物のほうに目を向けるゆとりができ

た面もあるのかもしれませんし、住民の方は、

公害のことで大企業に目を向けていたが、身

近な廃棄物の話に関心が移ったということも

あるでしょうし、景気のいいときにはいろん

な輩さんも金儲け仕事というのもほかにあっ

たのだと思いますけれども、不景気なので廃

棄物の方に目が向いたのかもしれません。経

済としてのいろんな要素がからんで、平成４

年頃からどの県でも廃棄物というのが問題と

して浮き彫りになってきたということじゃな

いかなと思います。 
本日は自治体における廃掃法の運用につい

てというテーマをいただきましたので、橋本

市の事例をもとに法律を施行する現場の立場

から、法律の問題点というのを検証させても

らいたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

橋本ダイオキシン問題から橋本ダイオキシン問題から
　　　　　　　　　　廃棄物処理法を検証　　　　　　　　　　廃棄物処理法を検証

和歌山県環境生活部環境政策局

循環型社会推進課

　　　　　　　　課長　岩井敏明

第１回廃棄物法制度に関するセミナ－



橋本市というのは和歌山県の重要な水源で

あります紀ノ川の上流に位置していまして、

近々、（これは今年の６月頃と聞いているので

すけれども）、世界遺産に登録される予定の高

野山に行く現在の国道３７１号と奈良県の方

に通じています大和街道（現在の国道２４号）

この交差点に当たる閑静な住宅都市なのです。

赤い丸がついているところが住民運動の主体

になった人たちが住んでいる場所です。柿の

木坂と菖蒲谷と出塔という地区です。この３

地区で人口１万５０００人になります。 

航空写真航空写真

平成５年12月
民家

焼却炉

約2万m2

平成7年7月

 
この町で平成6年頃から堺市の業者なので

すけれども、産業廃棄物の処理が始まり、平

成 5 年 12 月の写真で森林であったあたりが

平成７年７月の航空写真ですと、森林が伐採

されて、少し小さいので見えにくいかもしれ

ませんが、よく見るとトラックが見えます。

それから小さい赤丸がついているところが焼

却炉のところなのですけれども、建設が始ま

っています。 
 

問題となった焼却施設問題となった焼却施設

 
これが問題となった焼却施設なのですけれ

ども、この学会の会員のメーカーさんはこん

な焼却炉なんか作ったことないと思いますけ

れども、左端が焼却炉本体でして、真ん中辺

にサイクロンといわれる集じん装置と、右端

のほうに煙突建っていますけれども、その中

途ぐらいから下がいわゆるスクラバーといっ

て塩化水素ガスをとるために苛性ソーダ溶液

を降らせているような構造のものなのです。 
橋本のダイオキシン問題というようによく

言われるのですけれども、この問題は、実は

廃棄物問題なのです。平成６年の夏頃からダ

イオキシンが問題になる平成１０年頃までの

間というのは、この現場を廃棄物処理法でも

って対応したのですけれども、その当時は、

廃棄物処理法での対応というのがなかなか住

民の要求に応えられないということがあって、

県の担当と住民の間には広くて深い溝があっ

たわけです。その溝の幅、つまり住民の要求

と県の法的な対応は乖離しておったわけです。

実は溝の深さということもあります。さまざ

まな要因による、県職員に対する不信という

ことであります。 
この焼却炉が原因になって高濃度ダイオキ

シンが出ました。ダイオキシンが出てくれた

ことで措置命令をし、県として対応できるよ

うになった。それからダイオキシン対策特別

措置法というのができてくれたおかげでその

法律で対応できるようになって、住民とも普

通に話ができるようになって、溝の幅もなく

なり、埋まっていったというような経過であ

ります。 

はじめにはじめに

不法投棄場所

位置図位置図



初期対応の課題

和歌山県橋本市で㈱日本工業所が

残土と安定型産廃の自己処理開始

（無許可営業：H6年夏頃）

野焼きの煙に対して苦情

橋本市と高野口保健所が対応

いよいよ法律の問題点に入っていくわけです

けれども、廃棄物の不法投棄とか不適正処理、

ばかをするのは世の中いつでもいるわけでし

て、なかなかなくせるものじゃないわけです

けれども、行政がやれることというのは初期

対応がもっとも重要であります。傷を浅いう

ちに手当するというのが重要なのですけれど

も、当時の法律はものすごく難しいのですね。

条文としては非常に少ない。最近の自動車リ

サイクル法に関する項なんかは百何十条とあ

るのに対して、この法律は少ない条文でシン

プルな法律なのですけれども、実はこの法律

を解釈するのにぶ厚い条項解説を持ち歩かな

いと使えないというようなことになっている

のはご存知だと思います。とにかく保健所の

現場担当者を悩ませる法律なのですね。その

ことが住民の不信を招くし、対応が後手にな

るという原因をつくったといっても過言では

ないと思います。 

阪神・淡路大震災以前阪神・淡路大震災以前

3,000m2の自己所有地で

自己処分として残土と建設廃材を搬入

木くず等は、焼却（野焼き）し不燃物を埋立

この時点での違法性は

・野焼きが処理基準違反

・無許可営業が疑われる

 
橋本の事件というのはちょっと異例という

か、同じことがあちこちで起こるという話で

はありません。埋めたものは阪神淡路大震災

の廃棄物です。その震災が起こる前はどうだ

ったかというと、３０００平方メートル未満

の自己処分と称して、残土と建設廃材を搬入

して、木屑は野焼きして、不燃物を埋め立て

ていたわけです。この時点で野焼き行為なり、

埋め立ての行為を中止させることができてい

れば、ダイオキシン問題というところまで発

展しなかったかもしれないのです。 
この時点で、廃棄物処理法でどういう対応

ができるかというと、野焼き行為については、

処理基準に、焼却は焼却施設を用いて処理し

なければならないと決められてあったわけで

す。ところが「たき火程度であればよい。」と

か、すごくあいまいな基準だったわけですね。

今は、野焼きというのは不法投棄と同じ、罰

まで同じようになるということではあります

けれども、その当時は処理基準ですから、改

善命令を打たないと法律行為としてのってこ

ないのですね。 
それから建設廃材を埋めている行為は、３

０００平方メートル未満であれば施設の許可

も要らない、自己処分なら営業の許可も要ら

ないということです。 
ところが後でわかったのですけれども、道

路に「残土処分場(安定５品目可)」というこ

とが書いてある道案内の表示が立てられてい

たのです。保健所も気がついて、「ここはあか

んぞ、無許可営業になるぞ。」ということを言

っています。無許可営業は黙認できませんの

で、安定５品目可という部分の文字だけを消

させたという経過もあります。 

指導内容指導内容

『焼却施設を用いて焼却』すること

『他人の廃棄物を処分する場合、処理業

の許可』を取得すること

苦情が発生した時点で行為を

中止させることできず

 
保健所の職員は何をしたかというと、廃棄

物処理法に基づいて、「焼却施設を用いて焼却

すること」という指導と、「他人の廃棄物を処

分するのであれば処分業の許可を取得するこ

と」という2点です。無許可営業というのは

違法ですから法律で指導するとか、行政が対



応することではなくて警察のことなのですけ

れども、警察もむちゃくちゃ忙しいわけでし

て、廃棄物処理法で告発というのはなかなか、

これは大きい声では言えないのですけれども、

当時は受け付けてくれませんでした。 
行政から告発のあったことというのは、や

っぱり捜査の最重点になるわけなのですね。

だから最重点に持っていくからにはできるだ

け前もって行政でしっかり対応せよと、警察

に渡されるのは最後の最後だよというような

ことがありました。 

この時点での問題点この時点での問題点

『無許可業者に改善命令を出せないこと』

『措置命令を発令するためには環境保全

上の支障の恐れを認める必要がある』

『 3,000m2未満には不法投棄を問えない』

 
ここからのお話が、何でこんなことになっ

たのか、事件として拡大してきたのかという

ことになるわけです。まず無許可業者には改

善命令を出せない。これは改善命令の相手方

というのは限られているわけです。それと措

置命令を出そうと思えば生活環境保全上の支

障があるかまたは支障の恐れがあるというこ

とが認められる場合に限られます。それから

不法投棄、今でこそ「不法投棄」「不法投棄」

というようになりましたけれども、当時は３

０００平方メートル未満に安定５品目を入れ

る場合には処理施設の許可が要らないとかと

いうことがありましたので、３０００平方メ

ートルを超えたからといって、それがいきな

り不法投棄だということにはなかなかならな

かったのですね。 
野焼きするから、「煙たい」とか、隣は柿畑

なのですけれども、「柿の木が枯れてしまっ

た」とか、そんなような苦情はあったのです

けれども、その苦情が発生した時点で行為を

禁止させることができず、漫然と時間が経っ

てしまったのです。 

阪神・淡路大震災（1994．１）

大量の廃棄物の搬入

大規模な住民運動に発展

近隣住民の苦情が

問題の発展問題の発展

それで時間が経つうちに平成7年の１月１７

日が来てしまったのですね。阪神大震災が発

生しまして、大量の震災廃棄物が和歌山まで

回ってきたという訳です。 
結局、震災廃棄物を搬入させてしまった。

それが柿の木が枯れるとか煙たいとかという

苦情であったものが、大規模な住民運動に発

展してしまったわけです。 

（無許可業者には改善命令をできない
＝処理基準を適用できない）

産業廃棄物の収集運搬及び処分を行う場合には、産
業廃棄物処理基準に従わなければならないとされ、
この基準は、事業者、市町村、都道府県及び産業廃
棄物処理業者（許可業者）に適用される。

【法第１２～１４条】

この基準に適合しない保管や処分が行われた場合に
は、行った者に対し都道府県知事は、期限を定めて
保管や処分の方法の変更その他必要措置を講ずべき
ことを命ずることができる。【法第１９条の３】

 
ここに無許可業者には処理基準が適用でき

ないという根拠になる法律が書いてあります。 
産業廃棄物の収集運搬および処分を行う場

合には産業廃棄物処理基準に従わなければな

らない中で、処理基準ですけれども、法１２

条に載っている基準というのは事業者と市町

村と都道府県、それから産業廃棄物処理業者、

すなわち許可を得ている業者に適用される。

だから無許可業者というのには適用されない

のですね。よって、下側の文章のように、処

理基準に違反していたとしても改善命令が打

てないわけです。 



（生活環境の保全上支障が生ずるおそれが認めら

れなければ措置命令をできない）

無許可業者が、産業廃棄物処理基準に適合しない処分を行った場合

に適用できるのは措置命令であるが、発動要件には以下の制限があ

る。【法第１９条の４】

☆廃棄物処理基準に適合しない廃棄物の処分が行われた場合であって

☆生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められ

るとき

☆必要な限度において

☆生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置

を講ずべきことを命ずることができる

生活環境保全上の支障とは、公害対策基本法の規定による。

【昭和４６年局長通知】

 
次が措置命令、この措置命令というのは、先

ほどもお話しましたように、なかなか命令し

にくい命令なのです。 
命令の対象者は幅広くて、悪いことしたら

誰にでも措置命令できるわけですけれども、

「廃棄物処理基準に適合しない廃棄物の処分

であること」、「生活環境の保全上支障が生じ

る恐れがあると認められるとき」となってい

ます。 
この生活環境保全上の支障というのが一番

下の行にありますけれども、これは昭和４６

年、局長通知でもって公害対策基本法の規定

によるとなっているわけなのです。 
だから大気汚染とか水質汚濁とか騒音、振

動、悪臭、地盤沈下、土壌汚染というのが典

型7公害として挙げられておりますが、そう

いうことが起こる恐れがあるか、起こってか

らでないとこの命令は発令できないというこ

とになります。それから「必要な限度におい

て」というのも、厳しい足かせになります。

つまり廃棄物を埋めているということが何ら

かの命令処分、「持って帰れ、どこかちゃんと

した許可のある処分場で処分しろ。」とかいう

ふうに言おうとしても、これはちょっと必要

な限度を逸脱する要素があるということも通

知されております。そういうことがあって措

置命令も打てなかったということでございま

す。 

（不法投棄の判断が困難）

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

【法第１６条】

不法投棄不法投棄

 
不法投棄は、これはよく言われるのですけ

れども、何人もみだりに廃棄物を捨ててはな

らない、これは当たり前の表現のように見え

るのですが、みだりにというのが邪魔しまし

て、今の状態がみだりかどうか、これはやっ

ぱり悩まないとならないやつです。「不法投棄

じゃないか」というのはなかなか言っていく

のが難しいのです。 

許可取得後の課題

・・・『悪いことをしている者に許可
を与えるのは、県と業者の癒着』

警察の協力を得るため

『法の網を被せる』

処理基準の適用、

命令

①処理施設の設置許可

②処理業の許可 を与える

住民感情

 
平成７年に、実は平成７年というのは先ほ

ど言いました震災の起こった年ですけれども、

その業者が、処分業の許可を申請してきまし

た。処理基準に違反していますし、ハエもわ

いていますし、悪臭もする上に、無許可営業

に、ほぼ間違いはないわけです。そういう者

に許可を与えるというのは、このとき、私は

産業廃棄物班長をしていたわけですけれども、

忸怩たる思いもあったわけです。しかし、許

可をしないと改善命令や措置ができないこと

になります。 
結局、法の網を被せるというか、改善命令

できるようにするほうがまし、という選択で

処理施設の設置許可とか、産業廃棄物の処分

業、収集運搬業という許可を与えたのです。 



処理基準を適用できるようにし、改善命令

を打てるようにして、「改善命令守らなかった

ら警察の厄介にならないといけませんよ。」と

いう状態にしたわけです。 
ところが住民のほうから見れば、これは住

民だけではなく議会でも問題になりましたけ

れども、「悪いやつに許可を与えるのは、県と

業者が癒着しているのか？」ということにな

ったわけです。 

許可を得た業者は・・・許可を得た業者は・・・
震災廃棄物を、短期間に大量搬入

廃棄物の野積み、多量のはえの発生と悪臭

処理基準は不適合

浸出水は排水基準に適合

焼却炉の排煙は排ガス基準に適合

悪臭、敷地境界線では、規制基準に適合

生
活
環
境
項
目

 
ところが我々の思惑とは逆に、業者は許可

を得たことで増長しまして、阪神大震災の廃

棄物を非常に短時間に大量に搬入したわけで

す。それがこの事件の始まりです。 

平成平成88年頃年頃
の現場の現場 焼却炉煙突

 
これは、その現場です。この白い山みたい

に見えますが実はまさしく廃棄物の保管場所

というか、それから煙突からも背景が見えな

くなるくらい煙が出るわけなのです。これが

許可した焼却炉です。 
 

新たな問題が・・・新たな問題が・・・

産業廃棄物処理基準・・・適用可能に

『震災廃棄物』の処理・・・産業廃棄物
処理基準不適合による改善命令がで
きない。

『工作物の除去に伴って生じた『工作物の除去に伴って生じた
産業廃棄物』産業廃棄物』と解釈

 
許可したのは平成8年の4月ごろだったと

思いますけれども、その後、震災廃棄物を大

量に搬入して、先ほどの状態になったために、

改善命令ということになったわけですけれど

も、産業廃棄物処理基準は適用できるのです

が、震災廃棄物が産業廃棄物かどうかという

のがまたここで問題になってくる。次々と悩

まないといけないわけです。 
これは、解釈上は一般廃棄物なのですね。

これをややゆがめて解釈しまして、工作物の

除去に伴って生じた産業廃棄物というふうに

解釈しないことには、せっかく許可して命令

できるようにしたのに命令ができないことに

なります。 

改善命令改善命令

『工作物の除去に伴って生じた『工作物の除去に伴って生じた

産業廃棄物』産業廃棄物』に対して

処理基準を遵守するように

ハエ対策のためのシ－ト敷設

廃棄物搬入禁止

夜間焼却禁止

 
改善命令を打ちました。現場の社長と話し

していたら、ハエがぶつかってくるほど飛ん

できまして、それを防止するために「青いシ

ート（安いので）とりあえずそれを被せなさ

い。」ということと、非常に大量に搬入したわ

けですから、「これ以上搬入するな。」という

搬入禁止。それから廃棄物の山を早く始末し

て欲しいので、夜中も通して焼いて欲しいな

と我々は思いましたけれども、住民は絶対だ



めといいますので、「夜間焼却するな。」と、

そういうことを改善命令しました。 

措置命令・・・・×措置命令・・・・×

『工作物の除去に伴って生じた『工作物の除去に伴って生じた

産業廃棄物』産業廃棄物』でも

『生活環境保全上の支障』

・・・がなければ措置命令が出せない。

法律上の最大の問題点

『廃棄物の保管期間』・・・定められていない

 
今この時点になっても生活環境保全上の支

障というのが壁になりまして措置命令はでき

ませんでした。ただ、どう考えてもなぜあん

なに大量の廃棄物を保管と称して積み上げら

れるのかということがこのときの最大の問題

点だったわけです。 
保管基準は、「囲いの設置」、「保管場所であ

ることの表示」、「廃棄物の飛散防止」、「悪臭

の拡散防止措置」、「ねずみ、蚊、ハエ、その

他の害虫の発生がないようにすること」とな

っています。が保管の期間というのが決めら

れていなかったのです。そのために、廃棄物

が山積みになっていてもなかなか「ああしな

さい、こうしなさい。」ということは言えなか

ったのです。 
さて、改善命令をしたわけです。廃棄物の

搬入禁止という命令はよく効きまして、廃棄

物が入りにくくはなったのですけれども、業

者の方は廃棄物を入れないで、処理だけを続

けるというのは経費がかかるばかりで収入が

ないわけです。 
そこで、誰に入れ知恵されたのかわかりま

せんけれども、せっせと残土とか、埋め立て

用材と称するがれき類を搬入し始めました。 
住民たちは小屋を建てて業者を見張るよう

になりましたが、「まだ、廃棄物を入れている

じゃないか！！」というふうに言われました

が、残土は法の規制対象外なのです。県と住

民の溝がいよいよ深くなるわけです。ここの

ところはまだ実は法律は改正されていないの

です。 
いまでも建設残土、文字上は、どっか山か

なんかを削ったり、あるいは道路なんかを形

変えたりするときに出てくる土かなというふ

うに読めますけれども、建設残土はいろいろ

あるわけでして、しかもそこへ廃棄物が混じ

っている状態で埋め立てる。「これは土地造成

ですよ。」と言って言い逃れる。いつも悩まさ

れます。 

（見かけ上同じようなものでも法が適用されない

ものがある）

「土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ず

るものは法律の対象外である」【昭和４６年局長通知】

また、廃棄物とは、占有者が自ら、利用し、又は他人

に有償で売却することができないために不要になった
物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、
その性状等を総合的に勘案すべきものであって、排出
された時点で客観的に廃棄物として観念できるもので
はないこと」 【昭和４６年課長通知】

 
こういうのは廃棄物処理法の対象外ですよ

という通知がありまして、そこのところが担

当職員を悩ませるわけです。昭和４６年の局

長通知というのが、こんな古い通知が今も通

るというのがどうかと思うのですけれども、

「土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土

砂に準ずるもの」というのは法律の対象外に

なっています。それからその次がまたさらに

悩まないといけないわけですけれども、要ら

ないものは全部廃棄物ならばすごくシンプル

なのですが、この４６年の課長通知では、「廃

棄物とは占有者が自ら使用し、または他人に

有償で売却することができないために不要に

なったものをいい、これらに該当するか否か

は占有者の意思、その性状等を総合的に勘案

すべきものであって、排出された時点で客観

的に廃棄物として観念できるものではないこ

と」となっています。 
現場で担当していたらどう解釈したらいい

のか悩まないといけません。 



改善命令中の課題（その２）

許可を取り消さなかったこと

・・・住民の不信を増幅

『処理基準に違反』だが、許可を取り消さず

無許可状態になると、大量の野積み
廃棄物が処理されずに残る。

 
その2です。これは県のやり方ということ

ですけれども、業者に改善を命令しましたが、

処理基準の違反を理由に許可を取り消すとい

うことはしませんでした。許可を取り消せば

再び無許可状態になってしまいますので、大

量の廃棄物が処理されずに残ってしまうとい

うふうに考えたからです。しかし許可を取り

消さなかったことが、住民の不信を増幅させ

てしまいました。 

都道府県知事は、産業廃棄物処理業者が

この法律若しくはこの法律に基づく処分に

違反する行為をしたときは、その許可を取

り消す事ができる。

【法第１４条の３】

これがその許可を取り消すことができるとい

う条文です。これが別に問題があるわけでは

ありません。 
 
 
 

改善命令中の課題（その３）

（財）和歌山県環境保全公社の資金協力で

野積み廃棄物の場外に搬出・処分

①『生活保全上の支障』・・・措置命令を出せない

②『必要な限度』・・・・・・・・・産廃の撤去ができない。

実行の担保がない

もし、撤去命令を出したとして
も・・・

違法行為をした者に公的資金を投入

 
その3です。ここにちょっと丁寧に措置命

令のことについて書いてあります。生活環境

保全上の支障をきたすというのが、先ほどの

公害防止関係法にのってこないためになかな

か壁になるということと、必要な限度という

のが厳しく通知の中に廃棄物を撤去しなさい

ということは言えないよと書いてあるわけで

すね。 
住民は産廃を撤去してほしいということを

要求するわけでして、もしその生活環境保全

上の支障というのを、こじつけでつまり悪臭

ぐらいのことで打ったとしても必要な限度、

悪臭しているのであれば悪臭をなくしなさい

という命令ですよというのがこの法律なので

す。廃棄物の撤去なんてできないということ

なのです。それも無理やり「業者が訴えられ

るものなら来い。」ということで打ったとして

も、実行の担保がなかったわけです。行政代

執行というのは当時からあったわけですけれ

ども、今の廃棄物処理法のように業者が実行

しなければ、命令した県が代執行するという

ようなことの廃棄物処理法上の規定がなかっ

たわけです。実行の担保がなかったというこ

とです。 
それはまさに苦悩の時期の連続で、窮余の

策ということで頭を悩ませて考えたのが、財

団法人和歌山環境保全公社というのがあるの

ですけれども、住友金属の埋立地に廃棄物を

埋め立てていた会社ですが、そちらにお金を

出してもらいまして、野積み廃棄物を場外に

搬出し処分するということをしたのです。さ

っき見てもらいました白っぽく見える山が２

万立米。実はその下に谷があって、そこにも

っとたくさん埋まっているわけなのですけれ

ども、とりあえず問題になっている露出して



いる廃棄物を撤去しようということで、１億

５千万お金出してもらってやったのです。 
現在の法律でいうところの行政代執行に類

似する措置だったわけですけれども、これも

また議会で言われましたが、住民の信頼を失

っている県としては何をしても不信に思われ

るわけでして、「違法行為をしたものに公的資

金を投入するのか？」といわれました。この

ころ公的資金という言葉が流行りで、会社と

か銀行とかに公的資金注入とかということが

あって、そんなふうに問題をつかれました。

住民の要求に応えるつもりがかえって住民の

批判を受けることになったわけです。 

焼却施設について

保健所の指導

『焼却施設を用いて焼却すること』

・地面に矢板を打って壁

・天井と煙突を付けた

手作りの焼却施設

処理能力４．８ｔ／日

 
それが一連の物語なのですけれども、ここ

からは法律の問題点を掘り下げるということ

ですので、焼却施設についてお話をしたいと

思います。保健所の、「焼却施設を用いて焼却

すること」という指導を受けまして、業者は

地面に矢板を打って壁にしまして、天井と煙

突を付けただけの焼却施設を手作りしました。

赤丸をしている部分です。それを届け出てき

た。届け出の義務はないわけですけれども、

言ってきたのは処理能力１日４．８トン、当

時の処理基準では、こんなものでも違法とは

言えないということだったわけです。ところ

が実際、震災廃棄物でして、印刷工場の印刷

物、カップヌードルの入れ物から、フィルム

から、そんなものがどーんとロールになった

ものとか、輪転機、真鋳のドラムとか、もち

ろん一般家庭の生活そのもの、結婚式の写真

なんかも出てきましたし、電話帳やらなんや

らどっさり出てくる。ミンチのミンチですね。

そういったものがあるわけでして、プラスチ

ックも焼却しないとならないだろうというこ

とも考えたわけです。これが施設の設置許可

を取りたいと言ってきたということの経過で

す。 

焼却設備状況焼却設備状況（許可申請後）（許可申請後）

①助燃装置

②供給空気量
調節装置

③集塵設備
（サイクロン）

④塩化水素除去設備
（スクラバー）処理能力４．８ｔ／日

 
施設の設置許可をもらおうと思ったら結構

厳しいのです。産業廃棄物処理施設の技術上

の基準というのがありまして、助燃装置とか

供給空気量調節装置、それから集じん設備の

サイクロン、塩化水素除去装置のスクラバー、

こうしたものをつけないといけないわけです。 
一応、そういうことを設計したり施工した

りできる業者が４．８トンに見合う程度の施

設をつけています。しかし、写真で見ても焼

却炉の本体の大きさに比べれば処理設備はし

ょぼいなと思えるのですけれども、なかなか

どういうものを４．８トンと算定するのかと

いうのは我々知識なくて、これだったら４．

８トンかどうかというのを、判定ができませ

んでした。 

（焼却物によって許可が必要に

なったりならなかったり）

政令で定める産業廃棄物処理施設を設置しようとする

者は、都道府県知事の許可を受けなければならないと

規定されている。【法第１５条】

そして、焼却施設に関しては、以下の規模の施設が指定されている。

１日当たりの処理能力 ５ｍ３超 汚泥 焼却施設

１日当たりの処理能力 １ｍ３超 廃油 焼却施設
１日当たりの処理能力 ０.１ｔ超 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類焼却施設

廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物焼却施設

１日当たりの処理能力 ５ｔ超 その他産廃焼却施設【令第７条】

 
焼却施設というものに対して、処理対象物

によって許可がいるかいらないかという、処

理能力というのが分けられています。当時の

法律はこんな５段階だったわけですね。これ

が、なかなか解釈が難しい。「焼けるか」とい



うのと、「１日これだけ焼く」という話はやっ

ぱり違うのですね。だから処理能力というか

らには、まともに許可申請してくるところは、

計算書はついてきますけれども、残念ながら

我々本当にそうかというのはとても判定でき

ないという面がある。５トンと決められてい

たら４．８トンという焼却施設と言ってくる。

ボイラーとかでも伝熱面積がいくらであれば

それよりちょっと小さいのをつくるというの

はよくありますけれども、この法律において

もそうです。 

面積が３，０００ｍ２以上 安定型最終処分場

面積が１，０００ｍ２以上 管理型最終処分場

すべての 遮断型最終処分場

【令第７条】

最終処分場の面積要件最終処分場の面積要件

山林の3,000m2

・・・即座に判断難しい

 
それともっと難儀したのが、面積が３００

０平方メートルの安定型最終処分場。これは

山の中にあって３０００平方メートル、これ

は測量すればわかるかもしれませんけれども、

なかなかそれを超えているだろう、超えてな

いだろうというのは判断しにくいわけなので

す。 

おわりに

度重なる法改正

「最終処分場と焼却施設についての能力の見直
し」

「野焼き行為の直罰化」

「保管の期間の規定」

「措置命令に対する行政代執行の規定」

不適正処理に対する『初期対応』は格段に改善

和歌山県・・「不法投棄の撲滅と処理業者の資質向上により

産業廃棄物に対する県民の信頼回復に努める」

ことをポリシーとしている。警察と連携  
その後の法改正によりまして最終処分場と

焼却処分については能力の見直し、つまり最

終処分場は３０００平米とか１０００平米とか

でのすそ切りはなくなりましたし、焼却施設も

大気汚染防止法の決まりとかに合わせられまし

たので、わかりやすくなったということもあり

ます。それから野焼き行為の禁止ですね。禁止

条項に触れたら処分がありますよということも

決められましたし、保管の期間というのも７日

とか１４日とかというふうに決められました。

それから措置命令に対して、県が命令したとき

には、実行されなければ、県が、あんまりやり

たくないですけれどもやらないといけないよと

いうことも決められました。 
いろいろ厳格な法律が決められたことで不適

正処理を見つけたときの初期対応というのが格

段にやりやすくなったということは言えると思

います。 
和歌山県としては不法投棄の撲滅、それから

処理業者の資質向上ということで産業廃棄物に

対して県民の信頼回復に努めようということを

当面のポリシーにしております。警察のほうも

平成１２年にエコポリスという名前で、環境機

動捜査隊を発足しています。我々が事件を見つ

けたら協力し合ってやっていくということもあ

りますし、廃棄物対策課には警察官も配置しま

した。それから橋本市で住民運動を展開した人

たちとも信頼関係というのが回復しまして、現

在は運動した人たちと県が共同で執筆してこの

問題を検証総括した本を出版しようとするとこ

ろまできています。 

橋本市のダイオキシン問題橋本市のダイオキシン問題

県単独事業

（ダイオキシン飛散防止のための応急対策）

廃棄物処理法

（ダイオキシン汚染原因の焼却炉を撤去

：措置命令→行政代執行）

ダイオキシン類対策特別措置法（土壌汚染対
策）

今年の秋頃には集結の見通し

 
最後の最後に、橋本のダイオキシン対策のこと

もちょっとだけ触れさせてほしいのですけれど

も、橋本のダイオキシン対策は和歌山方式でや

りましたよと言っています。この中で和歌山が

自慢する和歌山方式って何か？というのを説明

させてもらいます。一つは対策を３段階に分け

ているということです。ダイオキシンが見つか

った場所に「応急対策」をまずします。飛散防



止シートの敷設と、立ち入り禁止措置というの

をしました。それから「緊急対策」、これはダイ

オキシンの発生のもとになったあの焼却炉をど

けてしまえという措置命令をしています。現在

は、「恒久対策」ということで、ダイオキシン土

壌汚染対策をしています。こういう３段階に分

けて対応したというのが非常に落ち着いてやっ

ているなという感じがするわけですね。それが

一つ。 

それからダイオキシン汚染土壌の汚染対策です。

和歌山の場合、結構ダイオキシン測定というの

を重ねまして、ボーリングで深さ方向などの分

布も調べまして、濃度でランク付けしました。

３０００pgTEQ／g以上の汚染土壌はジオメル

ト工法というやり方で無害化しています。環境

基準の１０００pgTEQ／gを超えているけれど

も、３０００pgTEQ／g未満であるというのは

コンクリートボックスへ入れふたをするという、

いわゆる封じ込めの対策。汚染の程度で２段階

に分けたというのが２番目の特徴です。 

三つ目は、無害化処理技術選定に関して、情報

公開と住民参加を徹底してやったことです。ま

ずインターネットで、もちろんダイオキシン土

壌などの、汚染土壌を修復したりする技術を持

っている会社に募集をかけました。１５３社の

技術が集まりまして、書類選考で４５社に絞り

まして、それをさらに住民とも話しながら、４

社まで選びました。４社の技術の人たちに集ま

ってもらって、公開プレゼンテーションという

のをやりまして、後は住民の人たちでこの４つ

のうちどれでもいいから決めて下さいというこ

とをやっています。最終的には「煙突で悩まさ

れたのだから煙突のついたのはいや。」というふ

うに言われて、これは鴻池組とハザマと宇部興

産の JV ですけれども、ジオメルト工法が選ば

れた訳です。 
以上の三つを和歌山方式と言っています。 
いろいろ法律に対する悪口を言いましたが、

しっかりとした法律を、制定してもらえるよう

に期待して、私の話を終わらせていただきます。 
 
司会  どうもありがとうございました。 
 ではこのまま質疑応答に移りたいと思います

ので、由田廃棄物対策課長様に前の席に来てい

ただいて、神戸市の高田さんにバトンタッチし

たいと思います。 


